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（２）乙１発明の構成について
ア　被告は、乙１公報の記載等から、乙１発明
は、空気に敏感な薬液が周囲空気から影響を
受けることを防止する発明であり、また、前
記（１）イ（エ）の記載から、非酸化性の移
送あるいは保管の状態を必要とする薬液につ
いて、薬液が酸化されることを防止すること、
及び薬液が周囲空気と接触することを抑制す

る構成を有する旨を主張する。そのため、酸
化防止効果も含め、乙１発明の構成は、
「無菌状態で薬液を充てんした非密封薬剤
容器を充填装置から凍結乾燥機まで自動的に
移送する工程に関し、薬液が周囲空気及びそ
こに含まれる粒子、微生物にさらされて薬剤
の衛生度が悪影響を受けることを防止するた
め、及び薬液が周囲空気との接触により反応
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